
 

 

 

 

 

 

政 策 ２ 安⼼して暮らせる医療・福祉の充実 

 

２-１  安⼼医療の確保・充実と健康寿命の延伸  

 

(1) 医療を⽀える⼈材の確保・育成 

(2) 質の⾼い医療の持続的な提供 

(3) 県⽴病院による⾼度専⾨医療の提供 

(4) ⽣涯を通じた健康づくり 

(5) 科学的知⾒に基づく健康施策の推進 

 

２-２  地域で⽀え合う⻑寿社会づくり  

 

(1) 地域包括ケアシステムの推進 

(2) 認知症にやさしい地域づくり 

(3) 介護・福祉⼈材の確保 

  

第６班 ９⽉９⽇ 

２-３  障害のある⼈が分け隔てられない共⽣社会の実現 
 

(1) 障害に対する理解と相互交流の促進 

(2) 多様な障害に応じたきめ細かな⽀援 

(3) 地域における⾃⽴を⽀える体制づくり 

  

２-４  健全な⼼⾝を保つ環境の整備 
 

(1) ⾃⽴に向けた⽣活の⽀援 

(2) ⾃殺対策の推進 
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地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 

１ 政策の⽅向 
⾼齢化の進⾏とともに、認知症の⼈や、ひとり暮らし、夫婦のみの⾼齢者世帯が増加し、医療や介

護、⽣活⽀援に対する需要の増⼤、多様化が⾒込まれることから、在宅医療と介護の連携や認知症施
策の強化、地域での⽣活を⽀える仕組みの充実、福祉・介護⼈材の確保・育成により、地域包括ケア
システムを推進し、地域で⽀え合う⻑寿社会づくりに取り組む。 
 

２ 現状と課題 
【地域包括ケアシステムの推進】 
・ 急速な少⼦⾼齢化を背景に、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降は、県⺠の医療や

介護の需要がさらに増加する⼀⽅、現役世代の担い⼿の確保が⼀層困難になる。 
・ このような状況の中で、国、県及び市町においては、2025 年を⽬途に、「地域の実情に応じ

て、⾼齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営
むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援が包括的
に確保される体制」（=地域包括ケアシステム）の構築を推進している。 

・ 2017 年度、県は保健医療計画及び⻑寿社会保健福祉計画、市町は介護保険事業計画を策定
し、2018 年度以降、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を本格的に推進する。 

＜地域包括ケアシステムの５つの要素＞ 
構成要素 サービスの内容 

医療機関が提供する医療保険によるサービス ①医療  例：病院、診療所 

介護事業者が提供する介護保険によるサービス ②介護 現 
状 

 例：特別養護⽼⼈ホーム、訪問介護、通所介護 

⾏政、NPO、ボランティア等が提供する、健康を維持し地域で暮らし続ける
ための継続的な活動 ③介護予防 
 例：市町の実施する介護予防教室、住⺠が運営する通いの場 

⾏政や⺠間事業者等が提供する、⽣活の基盤として必要な住まいの供給 ④住まい  例：公営住宅、⾼齢者住宅 

⑤⽇常⽣活 ⾏政、NPO、ボランティア等が提供する、⽇常⽣活上の困り事に対する⽀援
 ⽀援  例：⾒守り、外出⽀援、買い物、掃除等の家事⽀援 
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現 

状 

【認知症にやさしい地域づくり】 
・ 認知症⾼齢者は、2025 年には、⾼齢者の約５⼈に１⼈に達すると推計されており、誰もが

認知症になり、認知症の⼈の介護者となる可能性がある。 
・ このような中で、国は、2015 年に「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を策定

し、県は、このプランに基づき、認知症の⼈や家族が安⼼して暮らしていけるような施策を
推進している。 

・ 市町では、⾏政と地域包括⽀援センターを核に地域の実情を踏まえた施策を展開している。

＜認知症に関する医療・介護サービスの提供体制＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【介護・福祉⼈材の確保】 
・ 県が実施した介護⼈材の需給推計では、2025 年には、約 6 万 7 千⼈の介護職員が必要と推

計され、供給可能な介護職員５万９千⼈と⼤きな乖離が⽣じることが⾒込まれる。 
・ 介護職員は年々増加しているものの、少⼦化による⽣産年齢⼈⼝の減少に伴い、本県の介護

関連職種の有効求⼈倍率は年々上昇し続け、2017 年度平均値では 4.59 倍となり、全産業の
1.58 倍に⽐較して⾮常に⾼く、慢性的な⼈材不⾜となっている。 

・ 介護職員の賃⾦⽔準は、全産業より約６万円低く、平均勤続年数は７年短い状況にある。 
 

専⾨医療の提供、地域連携の強化
情報発信

認 知 症 の ⼈

市市 町町

認知症施策担当部署

地域包括
⽀援センター

⾼齢者の
総合相談

認知症地域
⽀援推進員

連携促進
当事者⽀援

認知症
初期集中
⽀援チーム

早期発⾒
早期対応

居宅介護
⽀援事業所

（ケアマネジャー）（ケアマネジャー）
⽀援計画の策定

施設
サービス

特養、⽼健 等

地域密着型
サービス

⼩規模多機能 等

在宅
サービス
訪問介護

通所介護 等

認知症サポート医
かかりつけ医、介護職の

サポート
連携の推進役

かかりつけ医（内科医 等）

かかりつけ薬局

物忘れ外来・精神科外来

認知症疾患医療センター認知症疾患医療センター

総合病院総合病院 等等 精神科病院精神科病院 等等

専⾨医療が
必要な

認知症の⼈

医医 療療 介介 護護

⽇常の診療
服薬指導

早期発⾒・早期対応
医療・介護サービスへのつなぎ
相談

サービスの利⽤
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・ 県⺠の地域包括ケアシステムに対する理解を促進するとともに、地域包括⽀援センターが中
⼼となり、医療と介護等の多職種が連携して相談・⽀援に応じる体制を構築する必要がある。

・ ⾼齢者の多様な⽣活⽀援ニーズに対応するため、⾝近な地域で住⺠が主体となってサービス
を安定的に提供できる体制を構築する必要がある。 

課 

題 

・ 地域が⼀体となって認知症の⼈を⽀えるため、認知症の⼈の視点に⽴って、認知症への理解
の普及・啓発を図る必要がある。 

・ 増加が⾒込まれる介護需要に対応するため、介護⼈材を幅広く、安定的に確保する必要があ
る。 

・ 限られた⼈材の中で、必要なサービスを効果的・効率的に提供するため、介護現場における
⽣産性を向上させる必要がある。 

 

３ 施策と取組の位置付け 

安⼼して暮らせる医療・福祉の充実 

 
 

３ 障害のある⼈が分け隔てられない
共⽣社会の実現 

１ 安⼼医療の確保・充実と健康寿命の延伸

（２）認知症にやさしい地域づくり

（１）地域包括ケアシステムの推進

４ 健全な⼼⾝を保つ環境の整備 

① ⼀⼈ひとりに寄り添った相談・⽀援体制の 
充実・強化 

 ① 認知症の⼈とその家族への⽀援 
② 若年性認知症対策の推進 

② 地域で⽇常⽣活を⽀援する仕組みの充実 
③ ⾃⽴⽀援・介護予防の取組促進 
④ 介護サービスの充実 
⑤ かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化 

 ① 介護サービス等を⽀える⼈材の確保と 
資質の向上 

② 介護職場の労働環境と処遇の改善 

 

2 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

（３）介護・福祉⼈材の確保
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

地域包括ケアシステムの推進 
認知症にやさしい地域づくり 

介護・福祉⼈材の確保 
 

 
❖  目  標      

■ 市町と連携し、地域づくりとしての地域包括ケアシステムの構築を推進します。   
     
■ 認 知 症 の ⼈ と そ の 家 族 に 対 す る ⽀ 援 体 制 を 強 化 し ま す 。    
     
■ 介 護 サ ー ビ ス の 量 の 確 保 と 質 の 向 上 を 図 り 、そ れ を ⽀ え る 介 護 ⼈ 材 を 確 保 し ま す 。  

 
❖  施 策 に 関 す る 指 標  
 

成 果 指 標  基 準 値  目 標 値  

最期を⾃宅で暮らすことができた⼈の割合 （2016 年 ） 
13.5％ 

（ 2020 年 ）  
14.5％  

特 別 養 護 ⽼ ⼈ ホ ー ム 整 備 定 員 数  （2016 年 度 ） 
18,634 人  

（ 2020 年 度 ）  
19,868 ⼈  

認 知 症 カ フ ェ 設 置 数  （2016 年 度 ） 
94 箇 所  

（ 2020 年 度 ）  
221 箇 所  

介 護 職 員 数  （2015 年 ） 
50,030 人  

（ 2020 年 ）  
59,493 ⼈  

 
地域包括ケアシステムの推進 

活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

地域包括⽀援センター設置数 （2016 年度） 
143 箇所 

（2020 年度） 
165 箇所 

⽣活⽀援コーディネーター配置数 （2016 年度） 
98 人 

（2020 年度） 
264 ⼈ 

市町全域の地域ケア会議実施市町数 （2016 年度） 
23 市町 

（2020 年度） 
全市町 

「通いの場」設置数 （2015 年度） 
2,003 箇所 

（2020 年度） 
2,640 箇所 

⼩規模多機能型居宅介護事業所数 （2016 年度） 
147 事業所 

（2020 年度） 
181 事業所 

介護サービス情報公表事業所数 （2016 年度） 
3,098 事業所 

3,300 事業所 

かかりつけ薬剤師・薬局の機能を強化する研修受講
薬剤師数 

（2016 年度） 
84 人 

累計 1,090 ⼈ 

 
 
 

新ビジョン体系 ２－２ 
（１）（２）（３） 

担当部局 
健康福祉部 ⻑寿政策課 地域福祉課 

介護保険課 福祉指導課 
薬事課 
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認知症にやさしい地域づくり 
活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

認知症サポーター養成数 （2016 年度まで） 
累計267,612 人 

（2020 年度） 
累計 360,000 ⼈ 

若年性認知症の⼈の相談の場設置数 （2016 年度） 
33 箇所 

（2020 年度） 
54 箇所 

 
介護・福祉⼈材の確保 

活 動 指 標  基 準 値  目 標 値  

社会福祉⼈材センターの⽀援による就労者数 （2016 年度） 
736 人 

1,000 ⼈ 

キャリアパス導⼊事業所の割合 （2016 年度） 
85.1％ 

90％以上 

キャリアパス導⼊のための訪問相談実施件数 （2016 年度） 
124 件 

300 件 

 
１ 施策背景 
  

■ 本県の⾼齢化率は、2018 年の 28.7％から、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には 31.9％と
推計され、特に 75 歳以上の割合が増加し、⾼齢者の中の⾼齢化が進⾏する。   

■ ⾼齢者ひとり暮らし世帯、⾼齢者夫婦のみ世帯が増加。特に 75 歳以上のひとり暮らし⾼齢者は、
2025 年には約 10 万３千世帯と推計され、10 年間で 1.４倍に増加する。   

■ 本県の健康寿命は、2016 年で男性 72.63 歳、⼥性 75.37 歳と全国トップクラスであり、元気な
⾼齢者が多い。   

■ 要介護（⽀援）認定者数は、2017 年 4 ⽉現在約 168 千⼈、認定率は 15.５％である。このうち
要介護３以上の中重度者は全体の 34.6％であり、軽度者が 3 分の 2 を占める。   

■ 国は、2014 年に地域医療介護総合確保推進法を制定し、地域において医療と介護の連携を図る
「効率的かつ質の⾼い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」を⾞の両輪とし
て推進するため、関係法令の整備を⾏った。   

■ 県では、2017 年に、県保健医療計画（計画期間 6 年）及び県⻑寿社会保健福祉計画（計画期間 3
年）を策定し、医療、介護の両⾯から地域包括ケアシステムの推進を⽬的として施策を展開する。  

■ 県⺠に対する意識調査において、⼈⽣の最期を⾃宅で迎えたい⼈は約 47％であったのに対し、
2016 年現在、⾃宅で亡くなる割合は 13.5％と、希望と実態に乖離がある。   

■ 単⾝世帯や⽀援を必要とする軽度の⾼齢者が増加する中で、調理、掃除等の家事⽀援や外出⽀援
などの⽣活⽀援に対するニーズが増加している。     

■ 認知症⾼齢者は、現状の約７⼈に１⼈から、2025 年には約 5 ⼈に 1 ⼈と推計される。また、65
歳未満の、いわゆる“現役世代”で発症する若年性認知症の課題も顕在化している。   

■ 国は、2015 年に認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）を策定し、2025 年を⾒据え、「認
知症の⼈の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で⾃分らしく暮らし続けるこ
とのできる社会」を実現するため、具体的な施策を⽰した。   

■ 県の介護⼈材の需給推計では、2025 年には、約 67 千⼈の介護職員が必要とされるが、供給可能
な介護職員は約 59 千⼈と乖離が⽣ずることが⾒込まれる。 

 



 

152 

政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

○ 静岡県の⾼齢者⼈⼝の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 在宅で⽣活する⾼齢者の世帯別⼈⼝の推移 
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44

● 現在、約５万人の介護職員が従事しているが、団塊の世代が
全て75歳以上となる2025年には、約６万７千人の介護職員が
必要と推計

● 現状の対策のみでは、供給できる介護職員は約５万９千人と推計
⇒ 約８千人の需給ギャップ

介護人材の現状と将来推計

供給：58,862人

需要：66,889人

需給ギャップ：8,027 人

2025年

「ふじのくに長寿社会安心プラン」
における需要推計

（介護人材需給推計に基づく）

2015年

50,030人
※県独自推計

 

○ 介護関連職種の雇⽤動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各年度の平均値 
 

○ 介護職員の給与等の状況 
 
 
 
 
 
 
 

○ 介護・福祉⼈材の確保 
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２ 現状・課題と施策の⽅向 

現状・課題 県の施策の⽅向 

・県⺠の地域包括ケアシステムに対する⼀層の理解 
促進 

・分野を問わない包括的な相談体制 
 
・多職種連携による⽀援の促進 

・地域包括ケアシステムの実現に向けて県
⺠の更なる理解が必要である。 

・親の介護と⼦育てが同時期、⽼⽼介護等
の多様な困難を抱える家庭が増加してい
る。 

・ひとり暮らし⾼齢者や⾼齢者のみ世帯の
増加による⾃⽴と介護⼒の低下が懸念さ
れている。 

➡（１）地域包括ケアシステムの推進 
   ①⼀⼈ひとりに寄り添った相談・⽀援体制の充実・強化 

・地域住⺠による⽀え合いの促進 
・市町における成年後⾒制度の体制構築⽀援等 
・⽣活⽀援コーディネーターの養成と体制の強化 
・地域活動の広報や⺠⽣・児童委員への研修等の⽀援

・家事援助や外出⽀援など、多様な⽣活⽀
援を必要とする⾼齢者が増加している。

・⽣活⽀援コーディネーター等の担い⼿が
不⾜している。 

・地域住⺠のつながりの希薄化から⺠⽣・
児童委員などの地域活動が困難である。

➡（１）地域包括ケアシステムの推進 
②地域で⽇常⽣活を⽀援する仕組みの充実 

・住⺠主体による介護予防活動の促進 
・住⺠主体による「通いの場」の設置促進 
・地域で病院、在宅医療、介護関係者が連携したリハ

ビリテーションの提供による在宅⽣活の継続 

・健康で元気な⾼齢者が増加している。 
・要介護認定者のうち軽度者は約 2/3 であ

る。 
・⽇常の活動や社会への参加の働き掛けに

よる⽣活の質の向上が必要である。 ➡（１）地域包括ケアシステムの推進 
   ③⾃⽴⽀援・介護予防の取組促進 

・介護サービス提供基盤や地域密着型サービス提供 
基盤の計画的な整備 

・介護サービス利⽤者に適切なサービスが提供され 
るよう事業者の指導監督の強化 

・いつでもどこでも誰でもサービスを受け
られるサービス提供基盤整備が必要であ
る。 

・介護需要の増加や多様化に対応するため
量の確保と質の⾼いサービスが提供され
る必要がある。 

➡（１）地域包括ケアシステムの推進 
   ④介護サービスの充実 

・薬局薬剤師による在宅訪問業務の推進 
・薬局の健康相談機能の周知 

・地域包括ケアを担う⼈材の⼀員として、
地域の中で店舗を構える薬局・薬剤師の
かかりつけ機能の強化が必要である。 ➡（１）地域包括ケアシステムの推進 

⑤かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化 

・認知症サポーターの養成や認知症への理解の普及･
啓発の推進 

 
・認知症の⼈が地域とつながりをもって⽣活できる

環境整備の促進 
・認知症疾患医療センターを拠点とし、多職種協働

により認知症の⼈を⽀援する体制の構築⽀援 
・医療・介護従事者の認知症の対応⼒の向上 
・地域の実情に応じた、認知症予防の取組の推進 

・2025 年には⾼齢者の 5 ⼈に 1 ⼈が認知
症と推計され、誰もが認知症⼜は介護者
となる可能性があることから、認知症へ
の理解の向上を図る必要がある。 

・在宅で⽣活する認知症⾼齢者が増加して
おり⽀援が必要である。 

・認知症の早期発⾒、早期対応により、重
度化を防⽌することができることから、
予防への取組を強化する必要がある。 

・認知症は、運動、⼝腔機能の向上、栄養
改善、社会交流、趣味活動など⽇常⽣活
における取組が予防に繋がることから、
周知が必要である。 

➡（２）認知症にやさしい地域づくり 
①認知症の⼈とその家族への⽀援 
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現状・課題 県の施策の⽅向 

・医療・福祉・就労の総合的な⽀援 
 
・本⼈と家族が集い、情報交換ができる場づくりの

⽀援、相談体制の充実 
・仕事の場づくりの促進、社会参加や就労の⽀援 

・本県の若年性認知症の⼈の推計は、約
1,000 ⼈であり、若年性認知症に対する
理解が必要である。 

・発症後の就労継続が困難であり⽀援が必
要である。 

➡（２）認知症にやさしい地域づくり 
②若年性認知症対策の推進 

・若年層を中⼼とした県⺠の介護・福祉の仕事に対す
る正しい理解を深める環境づくりや、定年退職者及
び外国⼈など多様な⼈材の就労促進 

・社会福祉⼈材センターによる就労⽀援や研修を活⽤
した新規就業者の確保 

・介護職員、介護⽀援専⾨員に対する研修の実施 

・増加が⾒込まれる介護需要に対応するた
め、介護⼈材を幅広く安定的に確保する
必要がある。 

・慢性的な⼈材不⾜を緩和するため、介護・
福祉職場への新規就業を促進する必要が
ある。 

・利⽤者本位の介護サービスの提供を実現
するため、介護職員の資質の向上が必要
である。 

➡（３）介護・福祉⼈材の確保 
①介護サービス等を⽀える⼈材の確保と資質の向上

・介護福祉機器や介護ロボット、ＩＣＴ等を活⽤した
業務負担の軽減による⽣産性の向上 

 
 
・実地指導や訪問相談の実施等による「キャリアパス

制度」の導⼊⽀援 

・必要なサービスを安定して提供するため、
⼈材の確保に加え、⽣産性の向上など適
切なサービスを提供する体制の構築が必
要である 

・介護職員が将来展望をもち、⻑く働くこ
とができるよう、労働環境や処遇の改善
が必要である。 ➡（３）介護・福祉⼈材の確保 

②介護職場の労働環境と処遇の改善 
※ 課 題 に 関 す る 資 料 は 参 考 資 料 を 参 照 。  
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３ 施策に関する県と市町、⺠間等との役割分担 

区 分  役 割 ・ 取 組 等  

県  

○県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に⾏われるように、市町及び事業者に、
必要な助⾔及び適切な援助をしなければならない。 

○地⽅公共団体は、⾼齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能⼒に応じ
⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、施策を包括的に推進するよう努めなけ
ればならない。県は、市町の枠を超えた広域的かつ中⻑期的な視点で、サービス提
供の基盤整備及び⼈材の確保・資質の向上等を⾏う。 

○県としての基本理念を定め、達成しようとする⽬的及び市町への⽀援内容やそのた
めの⽀援体制が明確にされた県介護保険事業⽀援計画を作成する。 

○市町の介護保険事業計画を尊重しつつ、市町の⾏う事業が適正かつ円滑に実施され
るよう⽀援を⾏う。 

○⼩規模な市町について、⾼齢者保健福祉圏域（県内 8 圏域）を勘案して、複数の市
町による広域的取組に協⼒する。 

市 町  

○市町は、介護保険制度の運営主体となる。 
○地⽅公共団体は、⾼齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能⼒に応じ

⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、施策を包括的に推進するよう努めなけ
ればならない。また、地域包括ケアの実現のための地域に密着したサービス提供の
基盤整備及び県と連携して⼈材の確保等を⾏う。 

○市町としての基本理念を定め、達成しようとする⽬的及び地域の実情に応じた地域
包括ケアシステムの特⾊を明確にした介護保険事業計画を作成する。 

○基礎⾃治体として、介護保険事業の実施に関して⼀義的な責任を負う。 

事 業 者  

○サービス提供者として、質が⾼く継続的なサービスを提供する。 
○サービス従事者の技術、能⼒の向上に向けた取組を⾏う。 
○⼈材の確保、定着のための取組を⾏う。 
○積極的な情報の公開を⾏う。 

県 ⺠  

○県⺠は、⾃ら要介護状態になることを予防するため、常に健康の保持増進に努める
とともに、要介護状態になった場合においても、適切なサービスを利⽤することに
より、その有する能⼒の維持向上に努める。 

○県⺠は、地域づくりのため、⽣活⽀援の担い⼿として参画する。  

４ 県の施策推進の視点 

☞ 視点 1 地域包括ケアシステムの推進 
① ⼀⼈ひとりに寄り添った相談・⽀援体制の充実・強化 
② 地域で⽇常⽣活を⽀援する仕組みの充実 
③ ⾃⽴⽀援・介護予防の取組促進 
④ 介護サービスの充実 
⑤ かかりつけ薬剤師・薬局の機能強化 

☞ 視点 2 認知症にやさしい地域づくり 
① 認知症の⼈とその家族への⽀援 
② 若年性認知症対策の推進 

☞ 視点３ 介護・福祉⼈材の確保 
① 介護サービス等を⽀える⼈材の確保と資質の向上 
② 介護職場の労働環境と処遇の改善 



 

157 

政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

５ 主な取組 

視点１  地域包括ケアシステムの推進 
 

施 策  （１）地域包括ケアシステムの推進 

取 組 ①  
⼀⼈ひとりに寄り添った相談・⽀援
体制の充実強化 

担 当 課 名 健康福祉部 ⻑寿政策課 

⽬ 的 
(何のために) 

⾼齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその⼈らしい⽣活を継続できるよう、様々な
サービスを⾼齢者の状態の変化に応じて提供するために、相談・⽀援体制の強化
を図る必要がある。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【県の施策展開のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組１：地域包括ケアシステム構築に向けた⽀援 

地域によって、⾼齢化の状態、医療や介護の資源などの状況が異なることから、市町の区域を
越えた広域的な観点から、市町の地域包括ケアシステム構築のための取組を⽀援していく。 
 
取組２：地域包括⽀援センターにおける相談体制の充実 

地域包括⽀援センターにおける相談体制の充実・運営を⽀援するため、地域包括⽀援センター
の業務を評価・点検するための研修などを実施する。 

 
取組３：ワンストップサービスの相談体制の整備 

ふじのくに型福祉サービスガイドブックの配布等により、居場所づくりやワンストップ相談の
実施、共⽣型福祉施設の導⼊を促進する。 
 
取組４：地域における多職種連携の推進 

地域包括⽀援センターが中⼼となり、医療・介護をはじめとする多職種が連携して相談･⽀援に
応じる体制を充実させるため、中⼼的な役割を担う⼈材を養成するための多職種リーダー研修会
を開催するとともに、地域における多職種連携を強化する研修の実施を⽀援する。 

【地域包括⽀援センター】

県 ⺠

＜相談＞
複雑化・複合化

ワンストップサービスの相談体制

⾼齢の親と⼦どもの
２⼈暮らし

⽼⽼介護
認認介護

介護医療

共⽣型福祉サービス

介護予防・⽣活⽀援

居場所づくり

障害者相談⽀援
事務所

福祉事務所

＜県の⽀援＞

①体制整備
・⼈材育成
・多職種連携

②普及啓発
・県⺠向け
シンポジウム
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点１  地域包括ケアシステムの推進 
 

施 策  （１）地域包括ケアシステムの推進 

取 組 ②  
地域で⽇常⽣活を⽀援する 

仕組みの充実 
担 当 課 名 

健康福祉部 地域福祉課 
⻑寿政策課 

⽬ 的 
(何のために) 

⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、多様な⽣活上の困り事に対して、⾼齢者を含め
た地域住⺠が主体となって⽀援する仕組みの充実を促進する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【県の施策展開のイメージ】 

○ 県⺠に対する住⺠主体の⽀え合 い活動の必要性の普及啓発
○ 地域で⽣活⽀援の核となる ⽣活⽀援コーディネーターの養成、ネットワーク

構築⽀援
○ 成年後 ⾒制度な ど権利擁護の市町への体制構築⽀援

県

⺠間とも協働して⽀援体制を構築
・⽣活⽀援コーディネーター：⽣活⽀援等サービスの提供体制の構築に向けた

資源開発、ネットワ ーク構築
・協議体の設置：⽣活⽀援等サービスの提供主体の定期的な情報の共有、

連携強化
・成年後⾒制度など権利擁護の体制構築

市
町

権利擁護
（成 年後 ⾒制 度）

取組１：市町の⾏う⽣活⽀援体制整備に対する⽀援 
県⺠に対する住⺠主体の⽀え合い活動の普及啓発や、地域で⽣活⽀援の核となる⽣活⽀援コー

ディネーターの養成及びネットワーク構築⽀援を⾏う。 
 
取組２：住⺠主体の地域活動の⽀援 

地域住⺠の⾒守りや⽀援、連携体制を確保するため、地域福祉コーディネーターの養成や⺠⽣
委員・児童委員の活動⽀援・研修を⾏う。 
 
取組３：認知症等の判断能⼒が⼗分ではない⼈の権利擁護及び⽣活の⾃⽴⽀援 

市⺠後⾒⼈の育成等を⾏う成年後⾒実施機関の設置や、地域連携ネットワークの構築などに向
けた市町の体制整備を進める。 



 

159 

政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点１  地域包括ケアシステムの推進 
 

施 策  （１）地域包括ケアシステムの推進 

取 組 ③  ⾃⽴⽀援・介護予防の取組促進 担 当 課 名 健康福祉部 ⻑寿政策課 

⽬ 的 
(何のために) 

⾼齢者が要⽀援、要介護状態になる前からの予防や悪化防⽌を図るため、地域で
包括的、継続的な⽀援を展開する必要がある。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【⾃⽴⽀援推進体制】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組１：「通いの場」の設置促進 

⾃⽴⽀援・介護予防に向けて、市町における住⺠主体の「通いの場」の設置を⽀援するため、
好事例の情報提供を⾏う。 
 
取組２：地域ケア会議の開催を⽀援 

地域ケア会議が⾃⽴⽀援、介護予防・重度化防⽌等に資するものとなるよう、市町職員や地域
包括⽀援センター職員の実践⼒の向上を⽬的とする研修を実施する。 
 
取組３：リハビリの視点を取り⼊れた介護予防 

「通いの場」における介護予防の取組として、リハビリテーション専⾨職が関与するための体
制づくりを検討するため、地域ケア会議にリハビリテーション専⾨職が｢参加できる環境整備を推
進します。 
 
取組４：訪問リハビリテーションの提供体制の整備 

地域包括ケア推進ネットワーク会議地域リハビリテーション推進部会を開催し、リハビリテー
ション提供体制の構築を推進します。  
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点１  地域包括ケアシステムの推進 
 

施 策  （１）地域包括ケアシステムの推進 

取 組 ④  介護サービスの充実 担 当 課 名 
健康福祉部 介護保険課 

福祉指導課 

 ⽬ 的 
(何のために) 

いつでもどこでも誰でも必要な施設サービスを受けられるよう、第８次静岡県⻑
寿社会保健福祉計画に沿って、計画的な介護保険関連施設の整備を促進 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：サービス提供基盤の計画的な整備 
⾼齢者福祉の増進を図るため、介護保険関連施設等の整備を⾏う市町、社会福祉法⼈、医療法

⼈等に対し、補助⾦を交付する。 

区  分 概  要 

県
単 

広域型施設整備
助成 

介護保険関連施設等施設整備事業 
・⼤規模特別養護⽼⼈ホーム（定員 30 ⼈以上）ほか 

地域密着型サー
ビス等整備助成
事業 

地域密着型サービス等整備助成事業 
・地域密着型特別養護⽼⼈ホーム（定員 29 ⼈以下） 
・認知症⾼齢者グループホーム ほか 

介護施設等の設
準備経費等⽀援
事業 

介護施設等の施設開設準備経費等⽀援事業 
開設前６か⽉間の開設準備に必要な経費に対し助成 
・地域密着型特別養護⽼⼈ホーム ほか 
介護療養型医療施設から介護⽼⼈保健施設等へ転換する
施設の開設準備に係る事業 
開設準備に必要な経費に対し助成 

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
⾦ 

既存の特別養護
⽼⼈ホーム等の
ユニット化改修
等⽀援事業 

特別養護⽼⼈ホームにおける多床室のプライバシー保護
のため改修する事業 
改修に必要な経費に対し助成 
介護療養型医療施設から介護⽼⼈保健施設等へ転換創設
する事業 
転換整備に必要な経費に対し助成 

 

取組２：事業者への指導監督 
       市 町 市町指導担当職員研修の実施、事業者指導の合同実施 
   ⽀援         
 県       事業者指導、保険給付の適正化を指導 
   指導   
       介護サービス事業所 質の向上を⽬指す研修の実施、実地指導、集団指導 
                 事業所の情報公表を指導 

 
・ 介護サービス事業者等に対する研修、実地指導（原則 2 年に 1 回）、集団指導（年 1 回

以上）を実施する。 
・ 市町の指導監督業務への⽀援として、担当職員を対象とした研修や事業者への合同指

導を実施する。 
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点１  地域包括ケアシステムの推進 
 

施 策  （１）地域包括ケアシステムの推進 

取 組 ⑤  
かかりつけ薬剤師・薬局の 

機能強化 
担 当 課 名 健康福祉部 薬事課 

⽬ 的 
(何のために) 

かかりつけとしての薬剤師･薬局を推進し、県⺠から選択されることにより、県⺠
の健康維持、適切な薬物療法の推進を実現し、健康寿命の延伸につなげる。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

国は、患者のための薬局ビジョン（2015 年 10 ⽉）により、全ての薬局は地域包括ケアを
担う⼀員として、2025 年までのなるべく早い時期に、かかりつけ薬剤師･薬局となるよう⽰
しており、県は、薬局が、かかりつけ薬剤師･薬局の機能を備え、県⺠に理解されるための⽀
援を⾏う。 
 
 
 

＜薬局・薬剤師に求められるかかりつけ機能＞ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 （患者のための薬局ビジョン（2015 年 10 ⽉厚⽣労働省発表）より作図）
 
取組１：薬局の在宅訪問業務の推進 

在宅訪問業務に必要な抗癌薬や輸液等の供給に必要な無菌調剤の技能を習得するための研修を
実施する。 

在宅療養している患者の薬物治療の有効性･安全性の確保に向けて薬局の在宅訪問業務を推進
するため、在宅訪問業務を紹介し、医療･在宅関係者との連携構築を推進する。また、県⺠に向け
て、薬局の在宅訪問業務の内容と利点を情報発信する。 

 
取組２：薬局の健康相談機能の情報発信 

薬局の処⽅箋の有無、医薬品の購⼊の有無に関わらずに健康に関する相談についての対応が⾏
えることについて、県⺠の理解を図るため、対応する薬剤師への研修を⾏うとともに、薬局の健
康相談業務を積極的に発信し、理解を図る。 
 

 

医療機関等との連携 
・医薬品等に関する相談や健康相談への対応 
・適切な受診勧奨 ほか 

服薬情報の⼀元的・継続的把握
・地域住⺠の副作⽤や効果の継続的な把握 
・多剤・重複投薬や相互作⽤の防⽌ 
・⼀般薬の使⽤も考慮した薬学的指導
24 時間対応・在宅対応 
・処⽅薬等に対する 24 時間電話等対応 
・在宅に移⾏しても継続的に対応

適切な薬物
療法の推進 

県⺠の健康
維持 

地域包括ケアを担う⼀員としての薬局薬剤師による地域⽀援 

健
康
寿
命
の
延
伸

※薬に関することは 1 つのかかりつけ薬局に相談
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点２  認知症にやさしい地域づくり 
 

施 策  （２）認知症にやさしい地域づくり 

取 組 ①  認知症の⼈とその家族への⽀援 担 当 課 名 健康福祉部 ⻑寿政策課 

⽬ 的 
(何のために) 

認知症の早期発⾒、早期対応とともに、認知症になっても安⼼して暮らしていけ
る地域社会の実現を図る。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【県の施策展開のイメージ】 
介護保険サービスの充実とともに、「地域」「医療」「福祉、介護」の３分野から、認知症の⼈や

家族が安⼼して暮らしていけるような施策を推進している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
取組１：認知症の⼈の視点に⽴った社会の認知症への理解促進 

認知症の⼈や家族が施策の検討、評価に参画し、本⼈の視点に⽴った施策の総合的な展開を図
るほか、県⺠に対する普及啓発や市町における認知症サポーターの養成を⽀援する。 
取組２：認知症の⼈と家族が暮らしやすい環境の整備 

⾒守りや移動⽀援等の⽣活⽀援について、関係機関や庁内関係部局と解決策の検討を⾏うほか、
認知症カフェの設置促進、介護者の負担軽減のため「介護マーク」の普及を⾏う。 
取組３：早期発⾒、早期対応の体制づくり 

かかりつけ医の⽀援と地域連携を推進するため、認知症サポート医の養成を進めるとともに、
認知症医療、介護に従事する専⾨職の認知症対応⼒向上研修を実施する。また、認知症の専⾨医
療機関である認知症疾患医療センターの運営を⽀援する。 
取組４：認知症の⼈に対する継続的な⽀援 

認知症疾患医療センターと認知症サポート医が中⼼となり、地域で認知症の⼈や家族を⽀える
体制、市町が⾏う地域密着型サービスの整備、成年後⾒制度の利⽤を促進する。 
取組５：認知症の予防 

市町で認知症予防に従事する職員の資質向上のほか、県⺠に対する⽣活習慣病予防の重要性の
周知、市町の住⺠主体の通いの場への専⾨職の関わりを推進する。 

認知症の方とその家族

主任ケアマネジャー 保健師

社会福祉士

福祉・介護

地　域

認知症サポート医

認知症サポーター

認知症介護経験者による
電話相談窓口

キャラバン･メイト

医　療

 　かかりつけ医認知症
　対応力向上研修修了医

認知症理解普及促進認知症地域医療支援事業

認知症介護実践者等養成事業

介護保険
サービス

地域包括支援支援センター

認知症対応の
専門医療機関

医療機関と福祉や
介護との連絡調整

推進会議
・認知症家族講座
　など介護家族
　への支援

認知症施策推進

認知症理解普及促進

認知症疾患医療センター

地域支援推進員

認知症対応型施設等

適切な介護サービスを
認知症高齢者に提供
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点２  認知症にやさしい地域づくり 
 

施 策  （２）認知症にやさしい地域づくり 

取 組 ①  若年性認知症対策の推進 担 当 課 名 健康福祉部 ⻑寿政策課 

⽬ 的 
(何のために) 

「若年性認知症」は、65 歳未満で発症する認知症であり、働き盛りで発症するこ
とから、就労や⽇常⽣活への影響など、⾼齢期の認知症とは異なる課題が発⽣す
るため、⾼齢期の認知とは異なる対応が必要となる。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

【若年性認知症施策イメージ図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組１：若年性認知症意⾒交換会 

若年性認知症の本⼈や家族の思いを聞くとともに、相互の交流や専⾨職などから助⾔を⾏う⽀
援体制の充実を図る。 
 
取組２：若年性認知症相談窓⼝の更なる周知 

若年性認知症の⼈や家族に対し、その置かれた状態に応じた適切な⽀援を⾏うため、「若年性認
知症相談窓⼝」を設置し、若年性認知症⽀援コーディネーターを配置して、医療、福祉、就労の
等の総合的な相談業務を⾏っており、さらなる周知を図る。 
 
取組３：若年性認知症居場所（仕事の場）づくりの推進 

若年性認知症の⼈が軽作業などの仕事をすることにより、社会参加や仲間･⽀援者と出会いにつ
ながる居場所（仕事の場）を設置・運営するモデル事業を実施し、同事業の成果を周知・広報し
て、県内各地に普及させ、若年性認知症の⼈の社会参加の機会を促進する。 
  
取組４：若年性認知症の⼈の就労継続促進 

若年性認知症⽀援コーディネーターが社会保険労務⼠など関係する専⾨職と連携し、企業に出
向いて若年性認知症への気付きと就労の継続について講座を開催し、就労⽀援を図る。 
  

 

若年性認知症
実態調査

意見交換 相談 仲間づくり

意見交換会 
シンポジウム

若年性認知症
相談窓口

若年性認知症
居場所作り

社会参加

若年性認知症
企業向け出前講座

若年性認知症
実態調査

意見交換 相談 仲間づくり

意見交換会 
シンポジウム

若年性認知症
相談窓口

若年性認知症
居場所づくり

社会参加

若年性認知症
企業向け出前講座
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

 
視点３  介護・福祉⼈材の確保 

施 策  （３）介護・福祉⼈材の確保 

取 組 ①  
介護サービス等を⽀える⼈材の 

確保と資質の向上 
担 当 課 名 

健康福祉部 介護保険課 
地域福祉課 

⽬ 的 
(何のために) 

将来的に必要とされる介護・福祉⼈材の確保のため、若年層を中⼼とした県⺠の
介護・福祉の仕事に対する正しい理解を深める環境づくりや、外国⼈、潜在介護
⼈材の育成などにより、多様な⼈材の新規就労を促進する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：介護・福祉職に対する理解の促進と多様な⼈材の確保 
ふじのくにケアフェスタの開催や⼩・中・⾼校⽣の施設⾒学･出前講座等により、介護の仕事へ

の理解を深め専⾨性ややりがいを発信するとともに、⼦育てを終えた⼥性や定年退職者、外国⼈
を新たな担い⼿として育成する事業者･市町を⽀援する。 
取組２：新規就業の促進 

静岡県社会福祉⼈材センターの無料職業紹介によるマッチング、介護サービス事業所で働きな
がら介護資格を取得する求職者向け研修会の開催、外国⼈介護職員の受⼊準備に関するセミナー
開催や就業を促進するためのコーディネーター派遣などを実施する。 
取組３：介護・福祉職員の資質の向上 

独⾃では教育研修を実施することが困難な⼩規模介護事業所の介護職員を対象とした研修への
⽀援や、外国⼈介護職員向けの⽇本語読解⼒向上研修を開催する。 

 

視点３  介護・福祉⼈材の確保 

施 策  （３）介護・福祉⼈材の確保 

取 組 ②  介護職場の労働環境と処遇の改善 担 当 課 名 健康福祉部 介護保険課 

⽬ 的 
(何のために) 

介護職員が将来展望をもって⻑く働くことができるよう、介護福祉機器・介護ロ
ボット等の活⽤促進やＩＣＴ等を活⽤した⽣産性向上の推進などを通じて、介護
職員の⾝体的・精神的負担の軽減による労働環境の改善を進めるとともに、キャ
リアパス制度の導⼊などにより、介護職員の処遇を改善する。 

取
組
内
容
︵
⼿
段
、
⼿
法
な
ど
︶ 

取組１：⽣産性の向上 
介護職員の業務負担軽減を図るため、介護福祉機器･介護ロボット・ＩＣＴ機器の展⽰･体験会

を開催するとともに、訪問介護事業所における介護記録を共有･集約するタブレット端末等のＩＣ
Ｔ機器の導⼊を⽀援する。 
取組２：労働環境・処遇の改善 

出産等で⼀時的に従事できない介護職員の代替職員を雇⽤する事業所への⽀援や、能⼒･資格・
経験に応じた給与･処遇体系を定める「キャリアパス制度」の導⼊の⽀援により、働きやすい職場
環境を整備する。 
 
※「キャリアパス制度」 

介護事業所において、どのような仕事にどれくらいの期間従事し、どの程度の習熟レベルに
達した先にどのようなチャンスを得る機会があるのか、基準や条件を明確化して将来の⽬標に
向けて意欲的に取り組む道筋を定める制度。具体的には、職員の能⼒、資格、経験に応じた給
与･処遇体系を定めた仕組みや、研修や評価の制度なども含んだ諸々の制度の集合体を指す。 
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政策の柱２-２ 地域で⽀え合う⻑寿社会づくり 

６ 主要事業 
 

事 業 名  重 点 項 目  
2018 

予算額(千円)

地域包括ケアシステム推進事業
費（介護分） 

医療と介護の総合的な確保を図り、県⺠が住み慣れた
地域で最期まで安⼼して暮らし続けることができる
地域包括ケアシステムを構築します。 
・地域リハビリテーションサポート医の養成（新規）
養成数 25 ⼈ 
・⽣活⽀援団体の活動現場を体験（新規） ほか 

51,866

介護保険関連施設整備事業費
助成 

特別養護⽼⼈ホーム等の整備を促進します。 
・特別養護⽼⼈ホーム ２施設 
・⼩規模多機能型居宅介護事業所 10 施設 ほか 

2,823,000

地域包括ケア推進事業(医療
分)(⼀部) 

かかりつけ薬剤師・薬局を推進します。 
・在宅訪問業務における多職種連携の強化、情報発信 
・無菌調剤技能研修 
・健康相談業務の周知 ほか 

12,000

認知症対策関連事業費 

増加する認知症の⼈とその家族が安⼼して暮らすこ
とができる地域づくりに取り組みます。 
・若年性認知症についての企業向け出前講座（新規） 

実施回数 ５回 
・「認知症の本⼈が語り合う全国の集い in 静岡」

の開催（新規） 
・認知症疾患医療センターの実施する出張相談等への

⽀援（新規） 15 センター 

108,400

成年後⾒推進事業費 

成年後⾒制度の利⽤を促進するため、市町の体制整備
を進めます。 
・成年後⾒実施機関の設置・運営等の研修 
・市⺠後⾒⼈の養成研修や活動⽀援の体制構築に取り

組む市町への助成 
・福祉関係者等への制度研修会（新規） ほか 

30,000

介護・福祉分野における新規就業と職場定着を推進し
ます。 
・学校訪問による福祉⾷セミナーの開催 150 講座 
・介護の未来ナビゲーターによる理解促進活動 
・外国⼈の就業を促進するコーディネーターの派遣や
外国⼈介護職員が在職する施設⾒学を実施（新規） 
・ＩＣＴ機器を活⽤し、業務効率化を図る事業者を⽀
援（新規） 補助率 1/2、６か所 

361,252
福祉介護⼈材確保・育成関連事
業費 

・社会福祉⼈材センターによる無料職業紹介、相談、
研修の実施 47,205

その他取組を含めた合計 49,932,599
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参考資料 

＜市町別⾼齢化率＞ 

（静岡県、各年 4 ⽉ 1 ⽇現在）（％） 
⾼い⽅から 低い⽅から 

順位 
市町名 2015 年 2016 年 2017 年 市町名 2015 年 2016 年 2017 年

1 ⻄伊⾖町 45.5 46.8 48.0 ⻑泉町 20.8 21.2 21.4
2 川根本町 45.0 46.4 47.5 袋井市 21.5 22.1 22.6
3 熱海市 43.5 44.7 45.5 御殿場市 21.9 22.6 23.3
4 南伊⾖町 41.9 42.9 44.1 吉⽥町 22.7 23.4 23.9
5 松崎町 41.4 42.7 43.8 裾野市 23.0 23.9 24.8

（資料）静岡県健康福祉部⻑寿政策課    
（注）順位は 2016 年の数値による 

 

＜⾃⽴⾼齢者の割合＞ 

（％） 
 2004 年2005 年2006 年 2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年 2013 年 2014 年2015 年
静岡県 86.7 86.2 86.3 86.2 86.1 86.0 85.5 85.1 84.9 84.8 84.6 84.5
全国順位 4 位 4 位 4 位 5 位 5 位 5 位 5 位 5 位 4 位 4 位 4 位 4 位
全国 84.3 83.9 84.1 84.1 84.0 83.8 83.1 82.7 82.4 82.2 82.1 82.1

（資料）厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」 
（注）⾃⽴⾼齢者割合=100－要介護認定率 
 

＜第１号被保険者と要介護認定者＞ 

（静岡県、各年 3 ⽉ 31 ⽇現在）（⼈、％） 
 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

第１号被保険者
数 

865,959 886,429 893,541 910,594 947,046 979,639 1,010,147 1,034,703

要介護認定
者 

124,596 128,443 133,978 139,805 147,890 153,394 159,387 164,153

 うち１号 
被保険者数 120,198 124,014 129,423 135,231 143,451 149,099 155,276 160,149

 認定率 13.9 14.0 14.5 14.9 15.1 15.2 15.4 15.5
（資料）厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」 
（注）2016 年は暫定値 
 

＜介護⼈材の需給推計＞ 

 
 
 
 
 
 
 


